
                    

 

事業提案受付 事務局：管財課 

普通財産借受申請書     提出先：管財課  

工作物設置等承認申請書  

行政財産使用許可申請書 

工作物設置等許可申請書 

臨港地区内行為届出書  

 

提出先：港営課規制係 

 

プレゼンテーション等審査 

保証金納入（月額貸付料１２ヶ月分） 

※うち６ヶ月分は予約保証金を充当 

分区内構築物用途   提出先 

承認申請理由書    港営部規制係 

建築確認申請 

建築確認申請裏判 

工
事
着
手
叏
咋
咅
日
以
上
前
双
届
出 

（建築確認済証の交付） 

工事着工 

工事竣工 

工事着手届  提出先：管財課・港営課規制係 

工事竣工届   提出先：管財課 

工事完了届   提出先：港営課規制係 

公募手続フロー 

（赤色＝事業者様にて行っていただく項目であり、四角囲みは、管理組合へ提出していただく書類です。） 

事業予定者決定 

約 2 ヶ月程度 

予約契約締結 

30 日以内 

本契約締結（公正証書） 

６ヶ月以内 

ボーリング調査等（任意） 

公募開始 

応募登録    事務局：管財課 

約 6 ヶ月程度 

約 1 ヶ月程度 

構築物建設許可申請書 

 

提出先：港営課規制係 

許可 受理 

事前相談 事前相談 

６ヶ月以内 

応募者資格確認期間 

予約保証金納入（月額貸付料の６ヶ月分） 

覚書締結 

（注）辞退した場合は、月額貸付料 

の１ヶ月分を違約金として徴収します。 

本契約締結の日の翌日から 

起算して概ね１年以内 
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中川運河篠原橋地区事業提案募集に関する予約契約書（案） 

 

 

名古屋港管理組合（以下「甲」という。）及び中川運河篠原橋地区事業提案募集（以下｢提

案募集｣という。）において事業予定者とされた   （以下「乙」という。）は、事業用定

期借地権設定契約（以下「本契約」という。）の締結を円滑に行うため、以下の条項により

予約契約を締結する。 

 

（本契約の締結及び締結期限） 

第１条 乙は、次に掲げる土地（以下「公有地」という。）について、甲との間で令和 年

月 日までに、本契約を締結するものとする。 

所在 面積 摘要 

名古屋市中川区富川町五丁目地先 
２，４８５．５０ 

平方メートル 

 

（注）実測の結果、上記面積に増減が生じた場合は、それによる。 

２ 乙は、本契約締結までに、公有地に建物を建築するために必要な手続きを行うものと

する。 

（使用目的等） 

第２条 乙は、中川運河篠原橋地区事業提案募集要項（以下「募集要項」という。）のほか、

提案募集において選定された事業計画書、施設計画書等に記載した内容（以下「提案内

容」という。）に基づき、公有地を使用し、その用途のために建物を建築するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する用途を変更する場合は、あらかじめ申請書（詳細な理由、変更

内容等を記載した書面の添付を要する。）を甲に提出し、その書面による承認を受けなけ

ればならない。 

３ 本契約、予約契約、募集要項及び提案内容の各条項等の解釈について、疑義が生じた

場合は、本契約、予約契約、募集要項、提案内容の順にその解釈が優先されるものとす

る。 

（予約保証金の納付） 

第３条 乙は、予約契約締結までに、予約保証金として金      円を甲の発行する

納入通知書により、その指定する場所において納付しなければならない。 

２ 前項の規定により納付された予約保証金は、民法（明治 29 年法律第 89 号）第５５７

条に規定する手付とは解さない。 

（予約保証金の充当） 

第４条 前条第１項の規定により納付された予約保証金は、本契約締結時において本契約

保証金の一部として充当する。ただし、充当する予約保証金に利息は付さない。 

２ 甲は、乙が第１条に規定する締結期限（第６条の規定により期限が変更された場合は、

資料２ 



その変更された日）までに、乙の責めに帰すべき事由により本契約を締結しない場合又

は次条第２項の規定により予約契約を解除されたときは、前条に規定する予約保証金を

違約金として徴収するものとし、乙に返還しない。 

（予約契約の解除等） 

第５条 甲は、乙が第１条に規定する締結期限（次条の規定により期限が変更された場合

は、その変更された日）までに本契約を締結しない場合は、予約契約を解除することが

できる。 

２ 予約契約締結後、乙が募集要項に記載する失格事項に該当すると認められた場合、甲

は、予約契約を解除することができる。 

３ その他甲が認める場合は、甲は、予約契約を解除することができる。 

４ 甲は、前３項の規定に基づき予約契約を解除したときは、乙の事業予定者としての資

格を取り消すものとする。 

（本契約締結期限の変更） 

第６条 乙は、やむを得ず第１条に規定する締結期限までに本契約を締結できない場合は、

その理由を申し出て、あらかじめ書面による甲の承諾を得なければならない。 

（調査協力義務） 

第７条 甲は、公有地について、いつでもその使用状況を実地に調査することができる。 

この場合において、乙は、これに協力しなければならない。 

（予約契約の失効） 

第８条 天災地変その他甲乙の責めによらない事由により、公有地が使用できなくなり、

本契約を締結することが困難となったときは、予約契約は失効するものとする。 

２ 前項の場合には、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。 

（工事着手） 

第９条 乙は、本契約締結日の翌日から起算して、６ヶ月以内に工事着手しなければな 

らない。 

（準拠法及び裁判管轄） 

第１０条 この予約契約は、日本国の法令に従って解釈されるものとし、この予約契約に

関する一切の紛争に関する裁判の第一審の専属的合意管轄裁判所は、名古屋地方裁判所

とする。 

（疑義の決定） 

第１１条 予約契約の各条項の解釈について、疑義を生じたとき又は予約契約に定めのな

い事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

 

 

 



 

 

 

甲及び乙は、予約契約の締結の証として本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各１

通を保有する。 

令和 年 月 日 

 

 

甲  名古屋市港区港町１番１１号 

   名古屋港管理組合 

  名古屋港管理組合管理者  

                    

 

 

乙      



中川運河篠原橋地区事業提案募集に関する本契約書 
（事業用定期借地権設定契約公正証書）（案） 

 

※事業者及び提案内容等に応じて、条項が異なることがあります。 

 

当公証人は、後記当事者の嘱託によって、その法律行為について聴取した陳述の趣旨を

録取し、この証書を作成する。 

賃貸人 名古屋港管理組合（以下「甲」という。）及び賃借人     （以下「乙」と

いう。）は、甲の管理する公有地につき、借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」

という。）第２３条第２項に基づき事業用定期借地権設定契約（以下「本契約」という。）

を次のとおり締結する。 

 

（事業用定期借地権設定の合意） 

第１条 甲及び乙は、第３条に掲げる土地につき、次条以下の定めにより、乙のために法

第２３条第２項に定める事業用定期借地権（以下「本件借地権」という。）を設定するこ

とを約する。 

２ 本契約は、法第３条から法第８条まで、法第１３条及び法第１８条並びに民法（明治

２９年法律第８９号）第６１９条の適用はないものとする。 

（信義誠実の義務） 

第２条 甲及び乙は、相互に信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（賃貸借物件） 

第３条 甲は、次に掲げる土地（以下「公有地」という。）を乙に賃貸する。 

所在地 中川運河中幹線Ａ地区第２６号地 

    名古屋市中川区富川町五丁目地先 

  面 積 ２，４８５．５０平方メートル 

   ※ 別添図書（位置図・平面図・求積図・立面図（東西南北）・断面図・構造図）の

とおり。 

（使用目的等） 

第４条 乙は、甲に提出した中川運河篠原橋地区事業提案募集の事業提案書（以下「事業

計画」という。）で定めた次に掲げる目的又は用途のための建物を公有地上に建築し、所

有するために公有地を使用する。 

「商業施設及びその付帯施設の敷地」 

２ 乙は、公有地を前項に掲げる目的又は用途に供するため、公有地に別添図書（位置図・

平面図・求積図・立面図（東西南北）・断面図・構造図）のとおりの建物（以下「本件建

物」という。）その他の工作物を令和 年 月 日（以下「指定期日」という。）までに

設置しなければならない。 

資料３ 



３ 乙は、本件建物その他の工作物の設置工事に着手するとき及び当該工事が完了したと

きは、速やかに書面をもって、甲にその旨を届け出なければならない。 

４ 乙は、やむを得ない理由により、本件建物その他の工作物にかかる設計又は指定期日

を変更する場合は、あらかじめ詳細な理由、変更内容等を記載した申請書を甲に提出し、

その書面による承認を受けなければならない。 

５ 乙は、第５条第１項に規定する賃貸借期間中、本件建物の主たる用途については、他

の用途に変更しないものとする。ただし、収支状況等から主たる用途の事業の運営・継

続が困難となった場合は、６か月前までに甲に理由等を記載した申請書を提出し、その

書面による承認を受けた上で事業の中止及び用途変更をすることができるものとする。 

６ 乙は、本件建物その他の工作物を、次に掲げる用途に使用することはできないものと

する。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する業の用途。 

 (2) 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業の用途。 

(3) 居住の用途。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は法律の規定に基づき公の秩序

を害するおそれのある団体等に指定されているものの事務所その他これに類するもの

の用に供するための用途。 

(5) 政治的又は宗教的活動のための用途。 

(6) 騒音・振動・塵埃・悪臭・危険物の発生等近隣に迷惑を及ぼすような用途。 

(7) 公序良俗に反する用途。 

（賃貸借期間） 

第５条 本契約の賃貸借期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日まで（以下「賃

貸借期間」という。）とする。  

２ 賃貸借期間内に公有地上の建物その他の工作物の滅失（取壊しを含む。）があった場合

に、乙が賃貸借期間の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときといえども、賃

貸借期間は延長しないものとする。 

（公有地上の建物の賃貸借等） 

第６条 乙は、公有地上の建物その他の工作物について、これを第三者に譲渡し又は賃貸

してはならない。ただし、第三者に賃貸する場合において、あらかじめその身元及び賃

貸の理由を記載した申請書を甲に提出し、その書面による承認を受けたときはこの限り

でない。 

２ 前項の規定による承認を受けようとする場合には、乙は、甲の指示に従い、第三者に

ついての定款、法人の登記事項証明書等必要な書類を提出しなければならない。 



 

３ 前２項の規定に基づき、公有地上の建物その他の工作物の全部又は一部を第三者に賃

貸するときは、乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 建物の賃貸借契約は、法第３８条に規定する定期建物賃貸借又は法第３９条に規定

する取壊し予定の建物の賃貸借の契約によること。 

 (2) 建物の賃貸借契約の内容を甲に通知すること。 

 (3) 建物の賃貸借契約の期間は、令和 年 月 日までに終了すること。 

 (4) 建物の賃借人に対して、令和 年 月 日の１年前までに、建物の賃貸借契約が終

了し、建物が取り壊される旨の通知をすること。 

 (5) 建物の賃借人について審査を行い、第４条第６項各号に規定する用途に使用する者

を排除すること。 

 (6) 建物の賃借人が第４条第６項各号に規定する用途に使用する者であることが判明し

た場合、これを排除できるよう当該賃借人との建物の賃貸借契約において必要な約定

をすること。 

 (7) 建物を午後１０時から翌日の午前５時までの時間帯に営業を行う用途に供する場合、

乙は、事前に文書により甲の承諾を得ること。 

（賃借料） 

第７条 公有地の賃貸料（以下「賃貸料」という。）は、月額金       円とする。

ただし、賃貸借期間の初日又は末日の属する月の賃貸借日数が１か月未満の場合には、

その月分の賃貸料は、日割計算により算出した額とする。 

（賃貸料の支払） 

第８条 乙は、毎年度の賃貸料を次に掲げる支払期限までに、甲の発行する納入通知書に

よりその指定する場所において、甲に支払う。ただし、その支払期限が日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日又は１月２日、

同月３日若しくは１２月３１日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその支払期

限とする。 

(1) 賃貸料４月分から６月分までの支払期限 その年度の４月末日 

(2) 賃貸料７月分から９月分までの支払期限 その直前の６月末日 

(3) 賃貸料１０月分から１２月分までの支払期限 その直前の９月末日 

(4) 賃貸料１月分から３月分までの支払期限 その直前の１２月末日 

２ 前項の規定にかかわらず、賃貸借期間開始後３か月以内の範囲で甲が別に指定する月

分の賃貸料の支払期限は、別途、甲の発行する納入通知書により甲が指定する日とする。 

（遅延利息） 

第９条 乙は、賃貸料を前条に規定する支払期限までに支払わないときは、その翌日から

支払済みに至るまで、その日数に応じ、当該賃貸料に対し年１４．６パーセントの割合

で計算した額（１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）を遅延利息



として甲に支払う（ただし、遅延利息の金額が１００円未満の場合を除く。）。この場合

において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても、３６５日当たりの割合

とする。 

（賃貸料の改定） 

第１０条 本契約締結後、原則として３年以上経過したとき又は甲の管理に属する名古屋

港周辺の土地相互の間における賃貸料の均衡上必要があると認めるときは、その時点に

おける公有地にかかる不動産鑑定士による鑑定評価額及び公有地の有する利用価値等を

総合的に勘案して、賃貸料を改定するものとし、以後においても同様とする。 

２ 甲は、前項の規定により賃貸料を改定するときは、改定賃貸料の額を改定の日から１

か月前までに、書面により乙に通知する。 

（保証金） 

第１１条 乙は、甲に対して、本契約に基づく乙の一切の債務の履行を担保するため、保

証金として金       円を預託する。 

２ 甲及び乙は、前項に規定する保証金金       円を既に乙から甲に対し交付し、

甲においてこれを受け取り、預託済みであることを確認する。 

３ 賃貸料の増額、経済情勢の変動等により第１項に規定する保証金が担保として合理性

を欠く等、不相当な金額となったとき及び乙の不履行債務に保証金の一部又は全部を充

当したときは、甲は、乙に対し、甲が適当と認める額の保証金の追加を請求できるもの

とする。 

４ 乙は、賃貸料等の債務が遅滞している場合において、保証金をもって乙の債務に充当

するよう甲に請求することはできない。 

５ 保証金は、賃貸借期間満了後又は第１９条及び第２１条から第２２条までの規定に基

づく本契約の終了後、乙が公有地を原状に復して甲に返還し、かつ、公有地上のすべて

の建物の滅失登記がなされたときに、甲は、乙の請求によりこれを返還する。ただし、

乙が甲に支払うべき債務が残存している場合は、甲は、保証金をもってこれらの債務の

弁済に充当し、その残金を乙に返還する。乙は、これに対して異議を申し立てることが

できない。 

６ 乙は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡すること、又は質権その他の担保に供する

ことはできないものとする。 

７ 保証金には利息を付さない。 

 （公有地の引渡し） 

第１２条 甲は、賃貸借期間開始の日に、公有地を現状のまま乙に引き渡す。 

 （契約不適合責任等） 

第１３条 乙は、法令、甲が定める条例、規則等及び本契約の他の条項にかかわらず、引

き渡された公有地が契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、貸

付料及び保証金の減額の請求、損害賠償の請求並びに契約の解除をすることはできない。 



２ 本契約締結後、公有地の面積に過不足があることが認められ、正当な面積が確定した

ときは、当該確定した面積をもって第３条に規定する公有地の面積とする。この場合に

おいて、乙が甲に対し既に支払い又は納付した賃貸料及び保証金については、これを精

算しないものとし、当該面積が確定した日以後に乙が甲に対し支払い又は納付する賃貸

料及び保証金については、当該確定した面積に応じて算出した額とする。 

３ 前項の規定に基づき新たに確定した公有地の面積に１平方メートル未満の端数がある

ときは、その端数は、１平方メートルとして賃貸料及び保証金の金額を算定する。 

 （使用上の制限） 

第１４条 乙は、第４条に規定する場合のほか、公有地に新たに建物その他の工作物を設

置し、又は既に甲の承認を得て設置した建物その他の工作物の増改築、大規模の修繕若

しくは大規模の模様替えをするときは、あらかじめ詳細な理由、計画等を記載した申請

書を甲に提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の場合のほか、公有地上の建物その他の工作物の修繕又は模様替えをする

ときは、あらかじめ甲にその旨を届け出なければならない。 

３ 乙は、第１項に規定する甲の承認に係る行為（工事）に着手するとき及び当該工事を

完了したときは、遅滞なく甲にその旨を届け出なれければならない。 

 （権利譲渡等の禁止） 

第１５条 乙は、本件借地権を第三者に譲渡し、又は公有地を第三者に転貸してはならな

い。また、本件借地権に質権その他の担保権を設定することはできない。ただし、管線

柱類の設置を目的とした場合において、あらかじめ転借人の身元及び転貸の理由を説明

した申請書を甲に提出し、その書面による承認を受けたときはこの限りでない。 

 （善管注意義務） 

第１６条 乙は、公有地を善良な管理者の注意をもって維持するとともに、来客車両によ

る交通渋滞その他の近隣に迷惑となる行為により、隣接地及び周辺に損害迷惑等を及ぼ

すことのないよう公有地を使用しなければならない。 

 （土壌汚染の禁止等） 

第１７条 乙は、公有地について、土壌汚染を発生させるおそれのある使用をすることが

できない。 

２ 乙の使用による土壌汚染が判明したときは、乙の負担により土壌を原状に回復するこ

ととし、甲は、本契約を解除することができるものとする。 

３ 近隣への迷惑行為、公有地の土壌汚染その他公共の危険が発生したときは、乙は、自

己の責任において解決しなければならない。なお、判決等により甲がその責めを負った

場合は、甲は、その全額について乙に対し求償権を行使することができる。 

 （通知義務） 

第１８条 乙は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに書面をもって甲にその旨を

通知し、その指示に従わなければならない。 



(1) 公有地上の建物その他の工作物が滅失したとき。 

(2) 乙の氏名、商号、住所、代表者等に変更のあったとき。 

(3) 乙の地位について、合併又は分割による包括承継その他の変動が生じたとき。 

(4) 主務官庁から営業又は免許について取消し又は停止の処分を受けたとき。 

(5)  破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立てを自ら行い、又は

受けたとき。 

(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(7) 差押え、仮差押え、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。 

(8) その他公有地の使用に関し、不測の事態が発生したとき。 

 （解除権の留保） 

第１９条 甲は、公有地を公用又は公共の用に供する必要が生じたときは、本契約の全部

又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、本契約に定めるもののほか、次に掲げる事項に該当するときは、何らの催告を

することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 乙が、本契約に定める義務に違反し、本契約を継続しがたいとき。 

(2) 乙が、主務官庁から営業又は免許について取消し又は停止の処分を受けたとき。 

(3) 乙が、破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立てを自ら行い

又は受け、甲乙間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。 

(4) 乙が、差押え、仮差押え、競売の申立て又は滞納処分を受け、甲乙間の信頼関係を

著しく害すると認められるとき。 

(5) 乙が、賃貸料の支払を３か月分以上怠ったとき。 

(6) 乙が、賃貸料の支払をしばしば遅滞し、その遅滞が本契約における甲乙間の信頼関

係を著しく害すると認められるとき。 

３ 甲は、第１項の規定に基づき本契約を解除する場合に限り、乙に対し、通常生じる損

失を補償する。ただし、第６条第１項に違反し、乙が公有地上の建物その他の工作物を

第三者に賃貸している場合においては、乙は、この賃貸によって得べかりし利益につい

ては、甲に請求しないものとする。 

（違約金） 

第２０条 甲は、乙が第４条、第６条第１項及び第２項、第１４条並びに第１５条の規定

に違反し、甲乙間の信頼関係が破綻されたと認めるときは、違約金として、賃貸料月額

の１２か月分相当額を乙に請求することができる。 

２ 前項の違約金は、第２７条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないもの

とする。  

（暴力団関係事業者の排除） 

第２１条 甲は、警察からの通知等により、乙又は公有地上の建物その他の工作物の賃借

人である第三者が次に掲げる事項に該当すると判明したときは、何らの催告なく、本契



約を解除することができる。 

(1)  役員等に暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の

威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。）がいるとき。 

(2)  暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

(3)  役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等を利用する等しているとき。 

(4)  役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、

暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。 

(5)  役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有しているとき。 

(6)  役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、

これを利用する等しているとき。 

(7)  役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、甲が行う契約等において妨害（不

法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等

一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、

又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものを

いう。）を受けたことを認識していたにもかかわらず、甲への報告又は警察への被害

届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかったとき。 

２ 乙は、甲が前項の規定に基づき本契約を解除するに際し、損失補償を含む一切の金銭

的請求を甲にすることができない。 

 （乙からの解除権の留保） 

第２２条 乙は、賃貸借期間中に天災等の乙の責めに帰さない事由により、本件建物が滅

失したときは、本契約の解除を申し入れることができる。 

２ 前項の場合において、本契約を解除しようとするときは、乙は、解除の日の１か月前

までに、甲に対し、書面によりその旨を申し入れ、甲の承諾を得なければならない。 

 （契約の失効） 

第２３条 天災地変その他甲及び乙の責めに帰さない事由により、公有地が使用できなく

なったときは、本契約は失効するものとする。 

２ 前項の場合は、甲及び乙は、相互に損害賠償の請求をしない。 

 （公有地の返還） 

第２４条 賃貸借期間が満了するとき、又は第１９条及び２１条から第２３条までの規定

により本契約が終了するときは、乙は、自己の費用をもって公有地を更地の状態に回復

し、土壌汚染のないことを確認の上、賃貸借期間満了の日又は本契約終了の日に公有地

を甲に返還しなければならない。 

２ 乙が前項に規定する義務を履行しないときは、甲は、乙の承諾を得る等法令の許容す



る手段及び方法により、公有地上の建物その他の工作物を含む残置物を乙に代わって処

分し、又は第三者をして処分を行わせることができる。 

３ 甲は、前項の規定に基づき残置物を処分した場合は、当該処分に要した費用を乙に負

担させるものとする。 

４ 乙が賃貸借期間満了後又は本契約終了後、なおも公有地を使用し、又はその占有を解

かないときは、乙は、その日数に対し当該使用又は占有した時点における賃貸料月額の

２倍に相当する金額の違約金を甲に支払うとともに、甲の被った損害を賠償する。 

 （既納の賃貸料） 

第２５条 甲は、第１９条第１項の規定に基づき本契約を解除した場合を除き、既納の賃

貸料を乙に返還しない。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第２６条 乙は、公有地に投じた有益費又は必要費があった場合においても、これを甲に

請求しないものとする。 

 （損害賠償） 

第２７条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損

害の賠償を乙に請求することができる。 

 （契約の費用） 

第２８条 本公正証書の作成その他の本契約に要する費用は、すべて乙の負担とする。 

 （実地調査等） 

第２９条 甲は、公有地の管理その他港湾の管理上必要があると認められるときは、公有

地及び公有地上の建物その他の工作物に立ち入って必要な調査をし、又は乙に対し、参

考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができる。この場合において、乙は、

甲の当該調査等を拒み、又は妨げてはならない。 

 （事業運営に関する報告義務等） 

第３０条 乙は、年に一度及び甲の要求があった場合、甲に対して賃貸借期間における事

業の運営について報告し、甲による調査に協力しなければならない。 

２ 甲は、前条に規定する調査等又は前項に規定する報告の結果、乙による事業の運営が

事業計画から逸脱していると判断したときは、乙に対して、書面をもって是正措置を講

ずるべき旨の通知をすることができるものとする。 

３ 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに是正の措置を講じ、その措置の内容、結果

その他必要な事項を、書面をもって甲に報告しなければならない。 

 （収支に関する報告義務等） 

第３１条 乙は、事業計画に定める事業に関する毎年の決算確定後、遅滞なく当該決算の

資料を甲に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により提出された決算資料の点検の結果、事業計画から判断して計画のと

おりに事業の運営が推移していないことが判明したときは、甲は、乙に対する聞き取り



による調査を行うことができるものとする。 

３ 甲は、前項の規定による聞き取りにより、乙による事業の運営が事業計画から逸脱し

ていると判断したときは、甲は、乙に対し、本事業の収支改善策の策定及びその履行を

求めることができるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により収支改善策の策定及びその履行を求められたときは、速やか

に改善措置を取り、当該措置の内容その他必要な事項を書面をもって甲に報告しなけれ

ばならない。 

 （管轄裁判所） 

第３２条 本契約から生ずる一切の法律上の争訟については、甲の住所地を管轄する裁判

所をもって管轄裁判所とする。 

 （強制執行認諾） 

第３３条 甲及び乙は、本公正証書記載の金銭債務の履行を怠ったときは直ちに強制執行

に服することに異議のない旨それぞれ陳述した。 

 （疑義等の解決） 

第３４条 本契約、予約契約、募集要項及び事業計画の各条項等の解釈について疑義が生

じた場合は、本契約、予約契約、募集要項、事業計画の順にその解釈が優先されるもの

とする。なお、本契約に関して疑義のあるとき又は本契約に定めのない事項については、

借地借家法、民法その他の関係法令及び慣習に従い、甲乙協議の上、誠意をもって解決

する。 

 

 

 

甲及び乙は、本契約の締結の証として上記内容の公正証書を作成するものとする。 

令和 年 月 日 

甲  名古屋市港区港町１番１１号 

   名古屋港管理組合 

                   名古屋港管理組合管理者 

 

 

乙   

 


